
問い合わせ先　　本庁　健康福祉課　介護保険係　☎0968・86・5724

所得段階 対象者 保険料月額 保険料年額

第１段階

○生活保護受給者
○老人福祉年金受給者で住民税非課税世　
帯の方
○ 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計

所得金額と前年の課税年金収入額の合計
が80万円以下の方

2,610 31,320

第５段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税であって、前年の合計
所得金額と前年の課税年金収入額の合計が
80万円を超える方

　5,800 　69,600

第９段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が300万円以上の方

　9,860 118,320

第１号被保険者の介護保険料
（単位：円）

※２～４段階、６～８段階は省略しています
　介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく仕組みです。
　高齢になっても住み慣れた和水町で安心して生活するために、日ごろから健康に気をつけるととも
に、介護保険事業の運営にご協力をお願いします。

?
?『

介
護
保
険
』

教
え
て
！

◆ 

介
護
保
険
と
は

　
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
高
齢
者
の
方
々
が
地
域

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
社
会
み
ん
な
で
支
え

あ
う
社
会
保
険
制
度
と
し
て
平
成
12
年
（
２
０
０
０

年
）
４
月
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
公
費
（
税
金
）
と
40
歳
以
上
の
み
な
さ
ん
が
納
め

る
保
険
料
を
財
源
と
し
、
介
護
が
必
要
な
と
き
は
、

費
用
の
一
定
割
合
を
負
担
す
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

◆ 

高
齢
者
人
口
の
現
状
と
将
来
予
測

　
国
の
総
人
口
が
平
成
20
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向

に
転
じ
る
な
か
、
本
町
の
高
齢
者
人
口
は
平
成
30
年

（
２
０
１
８
年
）
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
予
測
で
す
。

　「
団
塊
の
世
代
」（
昭
和
22
年
〜
24
年
生
ま
れ
の
人
）

す
べ
て
が
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
と
な
る
平
成
37

年
（
２
０
２
５
年
）
よ
り
も
早
い
段
階
で
本
町
の
高

齢
者
人
口
は
減
少
し
て
い
き
ま
す
。
介
護
や
医
療
の

必
要
性
が
高
く
な
る
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
も
減

少
段
階
に
あ
り
、
85
歳
以
上
の
高
齢
者
も
、
平
成
34

年
（
２
０
２
２
年
）
以
降
、
緩
や
か
に
減
少
し
て
い

き
ま
す
。

　
ま
た
、
15
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
生
産
年
齢
人
口
も
、

近
年
、年
間
約
２
０
０
人
前
後
減
少
し
て
お
り
、今
後
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な
人
を
支
え
る
人
の
減
少
が

危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆ 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
状
況

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
費
（
自
己
負
担
分
を

除
い
た
費
用
）
は
平
成
23
年
度
ま
で
増
加
傾
向
で
し

た
が
、
そ
の
後
は
減
少
傾
向
に
転
じ
て
い
ま
す
。
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
の
マ
イ
ナ
ス
改
定
や
、
町

内
54
地
区
で
実
施
し
て
い
る
「
お
茶
の
間
筋
ト
レ
」

な
ど
を
通
し
て
、
介
護
予
防
の
意
識
の
向
上
が
要
因

に
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

第３期
Ｈ18～Ｈ20 4,500円

第４期
Ｈ21～Ｈ23 4,960円

第５期
Ｈ24～Ｈ26 5,400円

第６期
Ｈ27～Ｈ29 5,800円

第７期
Ｈ30～Ｈ32 5,800円

◆ 

介
護
保
険
料 

﹇
月
額
５
，
８
０
０
円
﹈

　
平
成
12
年
（
２
０
０
０
年
）
か
ら
施
行
さ
れ
た
介

護
保
険
制
度
も
本
年
度
（
平
成
30
年
度
）
で
19
年
目

を
迎
え
ま
す
。

　
介
護
保
険
法
に
基
づ
き
、
３
年
を
１
期
と
し
た
「
和

水
町
高
齢
者
福
祉
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
計
画
」

を
策
定
し
、
平
成
30
年
度
か
ら
平
成
32
年
度
ま
で
の

第
７
期
介
護
保
険
料
を
決
定
し
ま
し
た
。

【
こ
れ
ま
で
の
介
護
保
険
料
（
月
額
）
の
推
移
】

◆ 

介
護
保
険
料
は
一
律
で
す
か
？

　
平
成
30
年
度
か
ら
平
成
32
年
度
ま
で
の
３
年
間
に

お
け
る
基
準
額
は
前
期
の
第
６
期
と
同
額
の
月
額

５
，８
０
０
円
で
す
が
、
保
険
料
の
額
は
、
所
得
な
ど

に
応
じ
て
９
段
階
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
所
得
の
低

い
人
の
負
担
が
重
く
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。

【65歳以上人口の推計】

【介護保険給付額の推移】
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